
令 和 ７ 年 １ 月 ２ ８ 日 

社会保険診療報酬支払基金 

 

 

懲戒処分について 

 

 

四国地域審査事務センターにおいて、以下のとおり、就業規則に違反した者が

あったことから、同規則第６０条に基づく懲戒処分を行った。 

 

事 項 内 容 

事 案 の 概 要 

 

四国地域審査事務センターの係長が、事業所で管理

するＵＳＢメモリを無断で使用し、管理者の許可なく

レセプト画面を自動遷移させるフリーソフトのダウ

ンロード及び共有フォルダへのアップロードを行っ

ていたことが判明した。また、当該フリーソフトを使

用して審査事務を行っていたことも判明した。  

これらは情報漏洩及びウイルス感染等の重大なセ

キュリティリスクをもたらすものであり、支払基金で

定める情報セキュリティポリシー違反となり、併せて

当該フリーソフトを使用しての審査事務は、関係者に

対し審査目標の達成状況を実態より過大に見せてい

たといった疑念を生じさせ、支払基金の信用を大きく

失墜させる行為であることから、就業規則に基づき、

１月２３日付けで懲戒処分とした。  

 

処 分 年 月 日 令和７年１月２３日 

被処分者の所属、職務 

の等級及び処分量定 

 

社会保険診療報酬支払基金 

四国地域審査事務センター  

 
３等級（係長） 

停職５日間 

 

 



令 和 ７ 年 １ 月 ２ ８ 日 

社会保険診療報酬支払基金 

 

 

懲戒処分について 

 

 

四国地域審査事務センターにおいて、以下のとおり、就業規則に違反した者が

あったことから、同規則第６０条に基づく懲戒処分を行った。 

 

事 項 内 容 

事 案 の 概 要 

 

四国地域審査事務センターの管理者２名が、ＵＳＢ

メモリ管理者及び管理補助者として本来、施錠可能な

キャビネットや引出し等にＵＳＢメモリを入れ、適正

に管理する必要があるにもかかわらず、それを怠り部

下職員に無断で使用させるなど、不適正な管理を行っ

ていたことが判明した。  

これらは情報漏洩及びウイルス感染等の重大なセ

キュリティリスクをもたらすものであり、支払基金で

定める情報セキュリティポリシー違反であることか

ら、就業規則に基づき、１月２３日付けで懲戒処分と

した。 

 

処 分 年 月 日 令和７年１月２３日 

被処分者の所属、職務 

の等級及び処分量定 

 

社会保険診療報酬支払基金 

四国地域審査事務センター  

 
２等級（課長） 

減給 

 

２等級（課長代理） 

減給 

 

 



令 和 ７ 年 １ 月 ２ ８ 日 

社会保険診療報酬支払基金 

 

 

懲戒処分について 

 

 

社会保険診療報酬支払基金の地方組織及び本部において、以下のとおり、就業

規則に違反した者があったことから、同規則第６０条に基づく懲戒処分を行った。 

 

事 項 内 容 

事 案 の 概 要 

 

地方組織及び本部の職員２２名が、令和３年１月以

降、新規構築が禁じられている独自ツール（レセプト

画面自動遷移ツール）を作成（手順書の作成を含む）

し、当該ツールを多数の職員がアクセス可能な共有フ

ォルダへ格納又は使用して審査事務を行っていたこ

とが判明した。  

これらの独自ツールの作成（手順書の作成含む）は、

独自ツールの作成を禁止した通知に違反しており、こ

れは就業規則に定める禁忌事項の「所属長の指示に反

する」行為である。また、当該ツールの配布（共有フ

ォルダへの格納）又は使用しての審査事務は、関係者

に対し審査目標の達成状況を実態より過大に見せて

いたといった疑念を生じさせ、支払基金の信用を大き

く失墜させる行為であることから、就業規則に基づ

き、１月２３日付けで懲戒処分とした。  

 

処 分 年 月 日 令和７年１月２３日 

被処分者の所属、職務 

の等級及び処分量定 

 

社会保険診療報酬支払基金 

地方組織（１１拠点※）・本部  

 
３等級（係長）等 ２２名 

戒告 

 

※ 北海道審査事務センター、東北審査事務センター、関東審査事務セ

ンター、北陸地域審査事務センター、中部審査事務センター、近畿審査

事務センター、中四国審査事務センター、九州審査事務センター、福井

審査委員会事務局、京都審査委員会事務局、沖縄審査委員会事務局 

 


